


① 地区計画とは

② 地区の概況

③ 東葛西八丁目地区まちづくり協議会の活動

④ 地区計画（素案）の内容

⑤ 今後の予定

説明内容
皆さまが
新築や建替えを行う際に
守るルールの説明が
中心となります。



①地区計画とは



地区計画とは
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地域ごとの都市計画（用途地域）や、建築基準法による全国
一律の建築のルールに加え、地域の状況や目標に応じて、建物
の新築や建替え時の地域独自のルールを定めることができる制
度です。地区計画のルールを守っていただくことで、目標とす
る地区の将来像の実現を目指します。

〇建物の用途の制限

〇ブロック塀の制限 〇隅切りの確保

〇建物の高さの制限 〇壁面の位置の制限

〇敷地の細分化の防止

＜地区計画のルールの例＞



地区計画とは
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〇建物の用途の制限

〇ブロック塀の制限 〇隅切りの確保

〇建物の高さの制限 〇壁面の位置の制限

〇敷地の細分化の防止

＜地区計画のルールの例＞

なお、地区計画は、新たに建物を建てる際に守っていただく
ルールであり、既存の建物を直ちに取り壊してルールを守って
いただく、という主旨のものではありません。



②地区の概況



まちづくりの区域
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地区の概要
・面 積︓13.5ha
・人 口︓約1,800人
・世帯数︓約1,100世帯

対象地区の範囲は、下図の赤破線で囲われた区域になります。



地区の概況（土地区画整理事業を施行すべき区域）
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・地区全域が「土地区画整理事業を施行すべき区域」に指定
されています。

・それにより、建物を建てる際の制限が他の地区と比べて厳
しく設定され、建替えが進みづらい状況にあります。

建物の階数に対する制限

木造・鉄骨造・ コンクリートブロック造
※除却が容易である建物であること

三階以下で地階を有しないこと

▼主な制限内容

建物の構造に対する制限

※この指定を解除するためには、地区計画の策定や密集事業による
道路・公園の整備を行い、求められている整備水準を満たす必要が
あります。



地区の概況（道路幅員）
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・地区内を南北に通り抜ける
道路が少なく、幅員４ｍ未満
の狭い道路が多く分布して
います

・全体的に、幅員4m未満の
行止り道路が多くみられ
ます

・幅員４ｍ未満の道路では、
緊急車両の通行が困難で
あり、災害時には、倒壊
した建物が避難の妨げに
なる恐れがあります



地区の概況（公園）

公園誘致圏率︓
公園から250m範囲の圏域率
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・公園面積が、地区面積の
1.48％であり、公園面積
率が低くなっています

・地区内には、広場状の
公園がありません

・地区北側に、公園が不足
しているエリアがあり
ます



地区の概況（建築年次）
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・昭和56年以前の旧耐震
基準で建築された建物
が、約16％を占めて
います

・現在の耐震基準に適合
した建物への建替えや、
耐震補強が推奨されま
すが、建物の更新は進
みづらい状況です



地区の概況（建物用途・建物階数）
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・約270棟が戸建て住宅（独立住宅）、約100棟が集合住宅です
・約８割が、３階建て以下の建物です（約450棟）



③東葛西八丁目地区 まちづくり協議会の活動



◆第１～４回
・まちの課題・良い点の整理
・課題解決・住環境維持のための

まちづくりの方針検討
・先進事例視察（中葛西八丁目地区）

令和
元年度

東葛西八丁目地区まちづくり協議会の活動
当地区では、令和元年６月に協議会を設立し、地区の課題を解決

するための整備方針について検討を重ねてきました。

◆第５～１０回
・まちの将来像・まちづくりの目標

の検討
・アンケート内容の検討
・まちづくり提言書の取りまとめ

令和
２年度

◆第１１～１2回
・消防車の走行実験（動画配付）
・地区のみどりの将来像検討
・新たに整備する公園のテーマ検討

令和
３年度

令和3年3月19日
まちづくり提言書を
江戸川区長に提出
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東葛西八丁目地区まちづくり協議会の活動

令和3年3月19日に江戸川区長に提出した「東葛西八丁目地区
まちづくり提言書」には、地区計画のもととなる、地区の課題や
将来像がまとめられています。内容は、以下よりご覧いただけます。
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東葛西八丁目地区地区計画（素案）
のページ下部に掲載しております︕



④地区計画（素案）の内容



地区計画の構成
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地区計画の目標
（地区全体の目標を定めます）

土地利用の方針
（特性に応じ、街区に分けて方針を定めます）

地区整備計画
（街区ごとに、方針に応じたルール等を定めます）

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画

地区計画は、地区の現況を整理し、その状況を踏まえて、下記の
ように目標やエリア分け、建物を建替える際のルールを決めて
いきます。

目標

エリア分け

建替えのルール



地区計画の目標
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次世代につながる、人とみどりのやさしいまち

方針１ 安全で安心して生活できるやさしいまち
方針２ 慣れ親しんだ暮らしやすいまちを次世代につなぐ

方針３ みどりが多く、明るい声が聞こえるまち

＜地区計画の目標＞

＜実現のための方針＞

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画



土地利用の方針
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地域の特色を活かすため、以下の２つの街区分けを設定しました。

①
②

① 住宅街区
低中層の戸建住宅、共同住
宅や身近な店舗等が調和し
た良好な住宅地を主体とし
た市街地の形成を図ります。

（約11.9ha）

② 環状七号線沿道街区
後背住宅地の環境に配慮し、
広域幹線道路にふさわしい
店舗・事務所と住宅が調和
した利便性の高い中高層市
街地の形成を図ります。

（約1.6ha）

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画



地区整備計画
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地区整備計画で定める内容には、大きく分けて以下の２種類
の項目があります。

Ⅰ．地区施設（区画道路・公園）の整備計画
区画道路・公園を地区施設として定め、確保します。

１．建物の用途
２．敷地面積
３．壁面の位置
４．建物の高さ
５．建物の色彩等
６．垣又はさくの緑化

Ⅱ．建物等の建て方のルール
建物の新築、建替えの際に
適用される次のルールを
定めます。

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画



地区整備計画
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まず、「Ⅰ．地区施設の整備計画」についてご説明します。

Ⅰ．地区施設（区画道路・公園）の整備計画
区画道路・公園を地区施設として定め、確保します。

１．建物の用途
２．敷地面積
３．壁面の位置
４．建物の高さ
５．建物の色彩等
６．垣又はさくの緑化

Ⅱ．建物等の建て方のルール
建物の新築、建替えの際に
適用される次のルールを
定めます。

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画



Ⅰ．地区施設
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本地区では、以下の既存の公共空間を地区施設に定めると
ともに、区画道路について一部の路線の拡幅を行います。

■区画道路
⇒災害時の避難路の確保

■公園
⇒地区内の防災性の向上・緑化空間の確保

地区施設とは、地区計画で位置づけられた公共空間のことです。

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画



Ⅰ．区画道路の位置づけ
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以下の２点の方針に基づき、区画道路を位置づけます。

■適切な道路網形成のために必要な道路を位置づけます

■区画道路の最低幅員を４ｍに位置づけます

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画

なお、幅員4ｍ未満の区画道路沿道の建物は、建て替えの
際に4ｍ以上になるよう後退します。
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区画道路として位置づけ
る道路は図の通りです。
さらに、 の箇所につい
ては、密集事業を活用し、
幅員６ｍ以上の道路への
拡幅整備を推進していき
ます。

凡 例
区画道路
幅員６ｍ以上
への拡幅路線

地区内に不足する、
南北方向の主要道路
の充足を図ります

交差点の安全性の
向上を図ります

Ⅰ．区画道路の位置づけ 地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画



Ⅰ．公園の位置づけ
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密集事業を活用し、新た
に整備する公園を、地区
施設に位置づけます。

地区内の防災性の向上、緑化
空間の確保を図ります

凡 例
新規公園

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画



Ⅰ．その他の公共空地の位置づけ
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その他の公共空地として、
左近川親水緑道を、地区
施設に位置づけます。

凡 例
その他の
公共空地

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画



地区整備計画
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続いて、「Ⅱ．建物等の建て方のルール」について
ご説明します。

Ⅰ．地区施設（区画道路・公園）の整備計画
区画道路・公園を地区施設として定め、確保します。

１．建物の用途
２．敷地面積
３．壁面の位置
４．建物の高さ
５．建物の色彩等
６．垣又はさくの緑化

Ⅱ．建物等の建て方のルール
建物の新築、建替えの際に
適用される次のルールを
定めます。

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画
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１．建物の用途のルール

Ⅱ．建物等の建て方のルール

１．用途地域による制限
各地域を１３種類の用途に分類し、建築基準
法により、用途別に建てられる建物が制限さ
れています。

２．地区計画
による制限

現状の静かな住環境を維
持するために、用途地域
で制限されている用途に
加えて、地区計画により
地域に不適切な用途を制
限します。

まず、建物の用途の制限には、以下の２種類があります。

第一種
低層住居
専用地域

第一種
住居地域

準工業
地域

用途地域の例
第一種中
高層住居
専用地域

商業地域

工業専用
地域

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画



Ⅱ．建物等の建て方のルール
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１．建物の用途のルール 【住宅街区】

①

① 住宅街区 ■性風俗営業施設
ラブホテル、個室ビデオ、
テレフォンクラブ等

※建築基準法により、既に十分
な規制があるためその他追加
の制限は設けません

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画

住宅街区では、地区計画で以下の用途（施設）を制限します。



Ⅱ．建物等の建て方のルール
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１．建物の用途のルール【環状七号線沿道街区】

②

② 環状七号線沿道街区 ■性風俗営業施設
ラブホテル、個室ビデオ、
テレフォンクラブ等

■遊戯施設
マージャン屋、ぱちんこ屋、
ゲームセンター等

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画

環状七号線沿道街区では、地区計画で以下の用途（施設）を
制限します。
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２．敷地面積のルール【全街区共通】

Ⅱ．建物等の建て方のルール

全街区共通で、敷地面積を９０㎡以上とします。
ただし、地区計画が決定した時点で、敷地が９０㎡を下回
る場合は、新たに分割をしない限り、建築は可能です。

敷地の細分化の防止、ゆとりある住環境の確保

敷地面積180㎡の場合

分割

分割

分割できる

分割できる

分割できない

分割

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画
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全街区共通で、建物を建替える際の、区画道路の境界線か
ら壁面までの距離を５０ｃｍ以上確保します。

３．壁面の位置のルール（沿道）【全街区共通】

Ⅱ．建物等の建て方のルール

建物の壁面による圧迫感の軽減、ゆとりあるまち並みの確保

区画道路の境界線

空間をあける（50cm以上）

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画
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全街区共通で、
■建替えの際には、敷地の隅を頂点とする二等辺三角形の底
辺の長さ２ｍの線から後退して建物を建てるようにする

■隅切りの上には工作物を設置しない

Ⅱ．建物等の建て方のルール
３．壁面の位置のルール（角敷地）【全街区共通】

交差点の見通し、安全な道路空間の確保

区画道路

区
画
道
路

道路状に整備
(工作物を設置しない)

隅切り

２ｍ

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画
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周辺の住環境に配慮した高さになるように、建物の高さの
最高限度を定めます。

４．建物の高さのルール

Ⅱ．建物等の建て方のルール

周辺環境と調和したまち並みの確保

高さの
最高限度

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画



Ⅱ．建物等の建て方のルール
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①

① 住宅街区

４．建物の高さのルール【住宅街区】

低中層の戸建て住宅や
共同住宅を中心とした

土地利用

■１６ｍを限度とします
（５階程度）

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画

住宅街区では、建物の高さを以下の高さに制限します。



Ⅱ．建物等の建て方のルール
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②

② 環状七号線沿道街区 ■３１ｍを限度とします
（１０階程度）

４．建物の高さのルール【環状七号線沿道街区】

広域幹線道路沿道の
中高層の店舗・事務所・

住宅を主体とした土地利用

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画

環状七号線沿道街区では、建物の高さを以下の高さに
制限します。
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■各街区の高さの限度を超えている既存建物の建替えについ
ては、地区計画の決定時点の建物所有者等が建替えを行う
場合、1 回に限り同じ高さの範囲内での建替えが可能です。
※ただし、違反建築物を除きます。

４．建物の高さのルール

Ⅱ．建物等の建て方のルール

現状

現在の建物高さ

建替え後

1回に限り既存建物の高さの
範囲まで建替え可能

↓

地区計画による
高さの最高限度

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画
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■建築基準法第５９条の２第１項（総合設計制度）により各
街区の高さの最高限度を超えることはできないものとしま
す。

※総合設計制度とは、建築基準法に規定された制度で、環境
整備を条件に建物の高さなどが緩和される制度です。

４．建物の高さのルール

Ⅱ．建物等の建て方のルール 地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画
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江戸川区景観計画の届出対象となる建物の外観の色彩は、
景観計画の色彩基準とします。

５．建物の色彩等のルール

江戸川区では、景観に配慮したまちづくりを進めていく指針として、
平成２３年に「景観計画」が策定されています。

・景観計画の対象は、区の全域です。
・河川や親水公園沿い、特定の道路沿道の区域

などに、景観形成基準が定められています。

届出対象となる建物
︓高さや延床面積が
一定規模以上の建物

Ⅱ．建物等の建て方のルール 地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画

なお、届出対象とならない規模の建物に対しては、落ち着
いたまち並みを維持するために地区計画でルールを定めます。
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５．建物の色彩等のルール【住宅街区】

Ⅱ．建物等の建て方のルール

①

① 住宅街区 ■建物の外観の色彩を、マン
セル値（※）を用いて制限
します。

※マンセル値とは、日本工業規
格JISで規定されている、色
を３つの属性（色相・明度・
彩度）で表す方法です。

※江戸川区景観計画の届出対象とならない建物が対象です

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画

住宅街区では、建物の色彩を以下に制限します。



Ⅱ．建物等の建て方のルール
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②

② 環状七号線沿道街区

５．建物の色彩等のルール【環状七号線沿道街区】

■建物の外観の色彩は、周辺のまち
並みとの調和に配慮するものとし
ます。

■建物の形態・意匠は、周辺環境や
都市景観に配慮するものとします。

■屋外広告物や屋上設置物等は、ま
ち並みに配慮するものとし、災害
時の安全性を確保するため、腐食
又は破損しにくいものとします。

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画

※江戸川区景観計画の届出対象とならない建物が対象です

環状七号線沿道街区では、建物の色彩等を以下の通りとします。
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全街区共通で、災害時におけるブロック塀等の倒壊による
危険防止と沿道緑化のために、生け垣やネットフェンスに緑
化したものとします。

６．垣又はさくの緑化のルール【全街区共通】

Ⅱ．建物等の建て方のルール

安全な道路空間の確保

ブロック塀 生垣 緑化を施したフェンス

地区計画
の目標

土地利用
の方針

地区
整備計画
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災害時の避難路確保のため、左図の長い行き止まり部分では、
建替えの際に二方向への避難が可能となるよう、避難路の確保
を検討していきます。

その他．地区の安全性確保に関する方針

災害時の避難路の確保



④ 今後の予定



今後の予定
地区計画等決定までの手続きの流れは、次の通りです。
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①地区計画（素案）説明 ※今回

⑦地区計画の決定、運用開始 令和4年秋頃

②地区計画（原案）説明会 令和4年4月頃

③地区計画（原案）の公告・縦覧

④地区計画（案）の公告・縦覧

⑤江戸川区都市計画審議会

⑥東京都都市計画審議会

地区計画の決定にあわせて、本地区内に指定されている関連する都市計画の
変更及び土地区画整理事業を施行すべき区域の廃止を予定しています。



問い合わせ
東葛西八丁目地区地区計画（素案）に対する、ご意見・質問等が

ありましたら下記の連絡先に、お願いします。
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【問い合わせ先】
江戸川区 都市開発部 まちづくり調整課
まちづくり計画係

ＴＥＬ︓03-5662-6438

※「東葛西八丁目地区まちづくりニュース 第10号」のＰ7に、
2月に実施しました東葛西八丁目地区まちづくり（案）の説明会で
いただいた、まちづくりに関する質問と回答を掲載しております。


